
令 和 ８ 年
３月31日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
生
活
衛
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
医
務
保
険
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
四

規

則

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
七
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
平
成
二
年
山
口
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中

「

旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
の
希

望
の
有
無

１
有
（
旧
姓
又
は
通
称
名
：

）
２
無

を
」

「

性
別

男
・

女

に

改

」

個
人

番
号

旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
の
希

望
の
有
無

１
有
（
旧
姓
又
は
通
称
名
：

）
２
無

め
、
同
様
式
の
注
を
同
注
⚒
と
し
、
同
注
⚒
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
「
個
人
番
号
」
欄
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

「

郵
便
番
号

申
請
者
住

所

別
記
第
五
号
様
式
中

氏
名

を

（
電
話

局
番
）

」

「

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
氏

名

に
、

年
月

日
生

（
電
話

局
番
）

」

「

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

年
月

日
第

号

を
」

「

性
別

男
・

女

に

改

」

個
人

番
号

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

年
月

日
第

号
め
、
同
様
式
の
注
を
同
注
⚒
と
し
、
同
注
⚒
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
「
個
人
番
号
」
欄
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。
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「

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
別
記
第
七
号
様
式
中

氏
名

を

（
電
話

局
番
）

」

「

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
氏

名

に
、

年
月

日
生

（
電
話

局
番
）

」

「

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

年
月

日
第

号

を
」

「

性
別

男
・

女

に

改

」

個
人

番
号

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

年
月

日
第

号

め
、
同
様
式
の
注
を
同
注
⚒
と
し
、
同
注
⚒
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
「
個
人
番
号
」
欄
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中

「

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

を
」

「

性
別

男
・

女

個
人

番
号

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

」
に
、

「備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」
を

「注
「
個
人
番
号
」
欄
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
八
号

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
療
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
八
年
山
口
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

の
二

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設
置
届
（
別
記
第

四
号
様
式
の
二
）

第
二
条
第
六
号
中
「
又
は
開
設
者
失
そ
う
届
」
を
「
若
し
く
は
設
置
者
死
亡
届
（
別
記
第
六
号
様

式
）
又
は
開
設
者
失
踪
届
（
別
記
第
六
号
様
式
）
若
し
く
は
設
置
者
失
踪
届
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四

号
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
、
「
開
設
届
出
事
項
変
更
届

（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
設
置
届
出
事
項
変
更
届
（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
」

を
加
え
る
。

別
記
第
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「第

⚘
条

」
を
「第

⚘
条
第
⚑
項

」
に
、

「
検
査
室

分
べ
ん
室

新
生
児
入
浴
室

消
火
栓

消
火
器

㎡
㎡

㎡
箇
所

台
そ
の
他
の
施
設
及
び

設
備

防
火
設
備
の
概
要

消
毒
設
備
の
概
要

」
を

二
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「
検
査
室

分
べ
ん
室

新
生
児
入
浴
室

消
火
栓

消
火
器

㎡
㎡

㎡
箇
所

台
そ
の
他
の
施
設
及
び

設
備

防
火
設
備
の
概
要

消
毒
設
備
の
概
要

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の

実
施

有
・

無

」
に
改

め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「第

⚘
条

」
を
「第

⚘
条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次

の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
⚔
号
様
式
の
⚒
（
第
⚒
条
関
係
）オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設
置
届

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所
氏

名
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
し
た
の
で
、
医
療
法
第
⚘
条
第
⚒
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

名
称

設
置

の
場

所
電
話
番
号

敷
地

の
面

接
㎡

建
物
の
構
造
概
要

建
物
の
名
称

構
造

面
積

造
階
建

㎡

設
置

年
月

日
年

月
日

管
理
・
運
営
責
任
者
の
氏

名
及
び
連
絡
先

電
話
番
号

備
考

添
付
書
類

１
敷
地
の
平
面
図

２
建
物
の
平
面
図
（
建
物
を
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
各
室
の
用
途
を
明
示
し
、
車
両
を
届
け
出
る
場
合

に
あ
つ
て
は
当
該
車
両
の
構
造
設
備
の
概
要
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

３
届
出
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
条
例
の
写
し

注
１
届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
「
設
置
の
場
所
」
欄
は
、
車
両
を
届
け
出
る
場
合
に
は
、
当
該
車
両
が
日
常
的
に
駐
車
し
て
い
る
場
所

及
び
巡
回
予
定
地
区
を
記
入
す
る
こ
と
。

３
「
敷
地
の
面
積
」
欄
は
、
車
両
を
届
け
出
る
場
合
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

４
「
管
理
・
運
営
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
」
欄
は
、
届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。

５
「
備
考
」
欄
は
、
車
両
を
届
け
出
る
場
合
に
は
、
当
該
車
両
の
車
種
、
車
名
及
び
車
両
番
号
を
記
入
す

る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

二
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別
記
第
五
号
様
式
中
「病

院

「病
院

診
療
所
を

を

診
療

所
助
産
所

」

助
産

所
を

に
改
め
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」

別
記
第
六
号
様
式
中
「開

設
者
死

亡
失
そ
う
届

」
を
「開

設
者

設
置
者
死
亡

失
踪
届

」

「病
院

「病
院

に
、

診
療
所
の
開
設
者
が
死
亡

失
そ
う

を

診
療

所
助
産
所

」

助
産

所
の
開
設
者

設
置
者
が
死
亡
失
踪

に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

」

「

開
設
者
の
氏
名

を
」

死
亡

失
そ
う
年
月
日

年
月

日

「

開
設
者

設
置
者
の
氏
名

に
、

」

開
設
者

設
置
者
の
住
所

死
亡

失
そ
う
年
月
日

年
月

日

「失
そ
う
宣
告

」
を
「失

踪
宣
告

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「開

設
許
可
申
請
事
項

「開
設
許
可
申
請
事
項

開
設
届
出
事
項
変
更
届

を

開
設

開
設
後

」

開
設
後
届
出
事
項
変
更
届

に
、

設
置

」

「病
院
開
設
許
可
申
請
事
項

「病
院
開
設
許
可
申
請
事
項

診
療
所
の
開

設
届
出
事
項

を

診
療

所
開

設
助
産
所
開
設
後

」

助
産

所
の
開
設
後
届
出
事
項

に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設

置
」

「第
⚔
条
第
⚑
項

「

第
⚑
項

第
⚓
項

を

第
⚔
条
第
⚓
項

に
改
め
る
。

第
⚔
条
の
⚒
第
⚒
項

」

第
⚔
項

第
⚔
条
の
⚒
第
⚒
項

」

別
記
第
十
六
号
様
式
（
そ
の
一
）
中

「

業
務
に
従
事
す
る
薬

剤
師
及
び
助
産
師

職
種

氏
名

勤
務
日

勤
務
時
間

を
」

「

業
務
に
従
事
す
る
薬

剤
師
及
び
助
産
師

職
種

氏
名

勤
務
日

勤
務
時
間

に
改
め

」

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の

実
施

有
・

無

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
九
号

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
七
年
山
口
県
規
則
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の

円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を

「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円

滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
除
却
」
を
「
除
却
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第

三
号
」
を
「
第
七
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
百
二
条
第
二

項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
九
条
第
二
項
第
三

号
」
を
「
第
七
十
六
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
百
二
条
第
二
項
」

を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
容
積
率
」
を
「
容
積
率
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を

「
第
七
十
六
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
五
十
条
の
除
却
」
を
「
第
七
十
六
条

の
二
十
八
の
除
却
等
」
に
改
め
る
。

四

山 口 県 報令和８年３月31日 火曜日 （号 外−27）



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

四

山 口 県 報令和８年３月31日 火曜日 （号 外−27）

五

山 口 県 報令和８年３月31日 火曜日 （号 外−27）



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


